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          条例 63･64･65･67･68 条 

                                        条例 66 条 

計画変更勧告 

事業者の届出義務 

悪臭関係特定施設  

  条例 2 条 1 項 11 号     条例 2 条 1 項 12 号      条例2条1項12号                     条例 69 条 2 項 

改善命令悪臭関係特定事業場 規制基準

改善勧告 
  規則 46 条                      条例 7 条 2 項 

                             規則 47 条      条例 69 条 1 項 

 
報告・検査 事業者の規制基準遵守義務

 

         条例 104 条               条例 62 条 

 

        に関する事務は，広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例（平成 11 年広島県条例第 34 号）に 

       より市町長へ移譲されている。 

      

 

                     


